
◇令和３年度東京都内国民健康保険税（料）率等の状況

所得割（％） 均等割（円） 限度額（円） 所得割（％） 均等割（円） 限度額（円） 所得割（％） 均等割（円） 限度額（円）

昭 島 市 5.60% 27,500 630,000 2.25% 11,500 190,000 1.70% 14,500 170,000

26 市 平 均 5.48% 28,797 627,692 1.87% 10,690 190,000 1.72% 12,948 168,846

町 村 平 均 4.77% 20,339 624,615 1.65% 8,898 190,000 1.37% 11,167 168,462

市町村平均 5.24% 25,978 626,667 1.79% 10,093 190,000 1.60% 12,354 168,718

特別区平均 7.16% 38,778 630,000 2.39% 13,065 190,000 2.19% 16,965 170,000

都 内 平 均 5.95% 30,726 627,903 2.02% 11,195 190,000 1.82% 14,065 169,194

◇保険税（料）率の考え方

実際に得られる税収入

　　※収納率によって増減する

実際に得られる税収入

　　※収納率によって増減する

　人口規模の大きな都市部では、住民の移動も多く保険税（料）の収納に課題を抱えている。東京都では、

都心部のこうした影響が大きく、全国での収納率はほぼ例年最下位となっている。
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昭島市の現状

基礎課税（賦課）分 後期高齢者支援金等課税（賦課）分 介護納付金課税（賦課）分

【令和３年４月１日現在】

◎　平均値を算出しているのは、すべての保険者が賦課を行っている、所得割、均等割と賦課限度額について

特別区等の場合

←本来必要な税収入額

←収納率100％で得られる額（調定額）
繰入金等で補填

（賦課不足分＋未収金分）

繰入金等で補填

←本来必要な税収入額

※調定額が同額となるように
（未収金分のみ） 保険税（料）率を設定


